
浜岡原子力発電所の組織改定に伴う
原子炉施設保安規定の変更について

中部電力株式会社

2022年2月17日



基本的な考え方
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発電所の「ガバナンス機能の強化」の観点から、組織管理規程上の発電所の筆頭部署である安全品質保証
部に発電所の総括業務を担う危機管理部の総括管理課を統合（観点①）するとともに、「専門組織化」の観
点から、組織横断的な保安活動を展開する部署を集約（観点②）、放射性廃棄物管理業務を集約（観点
③）、構成管理に係るエンジニアリング業務と保修業務をそれぞれ集約（観点④）するなど、発電所組織の再
編及び業務分掌の見直しを実施する。

（組織の統廃合を行う部）
総括・品質保証部（変更：（現）安全品質保証部）（観点①）
運営基盤部（変更：（現）危機管理部）（観点②）
発電部（観点③）
エンジニアリング部（新設）（観点④）
保修部（観点④）
廃止措置部（観点③）

（組織の統廃合の見直しを実施しない部）
総務部、土木建築部、原子力研修センター



安全品質保証部

品質保証Ｇ

原子力安全Ｇ

検査管理課

危機管理部

総括管理課

防災課

核物質防護課

プラント運営部

プラント管理課

原子燃料課

放射線管理課

システム管理G

保安に関する組織の変更（総括／運営基盤）
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（改定後の組織）（現行の組織）

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部
に集約

保安規定業務は
品質保証Ｇに移管

総括・品質保証部

総括管理課

品質保証Ｇ

検査管理課

運営基盤部

防災課

核物質防護課

放射線管理課

デジタル技術課

＜名称変更＞

組織横断的な保安活動
を展開する部署を集約す
ることで，発電所の運営
基盤を強化（観点②）

発電所の総括部署としてガ
バナンスを強化（観点①）

■組織改定は以下のとおり。



発電部

運転管理課

定検保安課

プラント運営部

プラント管理課

原子燃料課

放射線管理課

システム管理G

廃止措置部

廃止措置計画課

廃止措置工事課

廃棄物管理課

発電部

運転管理課

施設保安課

廃棄物管理課

廃止措置部

廃止措置計画課

廃止措置工事課

保安に関する組織の変更（発電／廃止措置）
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３号附属設備である
廃棄物減容処理設備の運転を
３号機発電指令課長の下で行う

放射性廃棄物管理業務を集約して追加（観点③）

水質管理

放射性液体
・気体廃棄物管理

プラントGは
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部に集約

＜名称変更＞

（改定後の組織）（現行の組織）

放射性固体
廃棄物管理



安全品質保証部

品質保証Ｇ

原子力安全Ｇ

検査管理課

プラント運営部

プラント管理課

原子燃料課

放射線管理課

システム管理G

保修部

保守管理課

設備保全課

改良工事Ｇ

原子炉課

タービン課

電気課

計測課

エンジニアリング部

安全・系統管理課

共通設計課

設計調達課

原子燃料課

保修部

保修管理課

機械保修課

電気保修課

保安に関する組織の変更（エンジニアリング／保修）
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系統エンジニアリング

プログラムエンジニアリング

設計エンジニアリング
／調達エンジニアリング

保修作業を実施

保修作業を支援

エンジニアリング業務を
エンジニアリング部に集約

（観点④）

専門組織化を図り，
エンジニアリング部と
保修部に再編
（観点④）

水質管理,放射性液体
・気体廃棄物管理は
発電部に移管

保安規定関連
業務はQAGへ

着工済設備の管理は
保修部各課に移管

炉心エンジニアリング他

保修作業を実施

（改定後の組織）（現行の組織）
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（補足１）エンジニアリング業務と保修業務の基本的な考え方

設計要件

物理構成 施設構成情報

現場にある設備・
機器はどのような
ものでなければな
らないか？

現場にある設備・機
器がどのようなものか
を示す図書・図面等

現場にある設備・
機器の状態

構成管理の３要素

設計・調達エンジニアリング業務系統エンジニアリング業務

プログラムエンジニアリング業務

保修業務

各系統の物理構成が設計要件を満た
していることを確認する
⇒ エンジニアリング部 安全・系統管理課

現場の設備・機器が施設構成情報ど
おりになるよう保修を行う

⇒ 保修部各課

設計要件が適切に施設構成情報に反映さ
れるよう設計管理及び調達管理を行う
⇒ エンジニアリング部 設計調達課

専門性が高い設計要件（火災防護，
溢水防護，自然現象防護，PLM）が
適切に施設構成情報に反映されるよう
設計管理を行う
⇒ エンジニアリング部 共通設計課

構成管理の３要素を整合させるプロセスを、3種類のエンジニアリング業務と保修業務に分類し、それぞれ専門
化した組織を設置



現状
プラント
管理課

設計担当部署
（主に保修部）

調達主管部署
（主に保修部）

保守管理部署
（主に保修部）

図面管理部署
（主に保修部） プラント

管理課

対応後
安全・系統
管理課

設計調達課
保修部各課

設計調達課
安全・系統
管理課

共通設計課 共通設計課

（補足２）エンジニアリング業務と保修業務の専門組織化によるメリット

不適合情報

他施設情報

規制要求等

技術変更
依頼

技術変更
計画

設計管理 調達管理 保守管理 文書管理
技術変更
完了

（例）設計変更のプロセス

プロセス毎の担当部署
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■これまで保修部が広く担当していた構成管理のプロセスを、それぞれ専門性が高い部署が担当することになる

進捗の監視
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保安に関する組織の変更（保安規定第１編第４条および第２編第４条）

■スライド２～７の考え方に則り、保安規定第１編第４条および第２編第４条を変更する。

（変更前） （変更後）
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保安に関する職務の変更（保安規定第１編第５条および第２編第５条）

■スライド２～７の考え方に則り、保安規定第１編第５条および第２編第５条を変更する。

（変更前） （変更後）
総括管理課長

【第１編および第２編】
・保安管理に関する業務
・使用前事業者検査等の総括に関する業務

経理課長

【第１編】
・調達に関する業務
【第２編】
・廃止措置に係る調達に関する業務

品質保証グループ長

総括・品質保証部

総務部

総括管理課長

【第１編および第２編】
・緊急事態発生時の対応に関する業務
・運営の総括に関する業務

検査管理課長

【第１編および第２編】
・品質保証活動の総括に関する業務

【第１編および第２編】
・緊急事態発生時の対応に関する業務
・運営の総括に関する業務

検査管理課長

【第１編および第２編】
・保安管理に関する業務
・使用前事業者検査等の総括に関する業務

経理課長

【第１編】
・調達に関する業務
【第２編】
・廃止措置に係る調達に関する業務

品質保証グループ長

【第１編および第２編】
・品質保証活動の総括に関する業務
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保安に関する職務の変更（保安規定第１編第５条および第２編第５条）

（変更前） （変更後）
防災課長

【第１編および第２編】
・原子力防災対策に関する業務
・防火管理に関する業務

放射線管理課長

【第１編および第２編】
・放射線管理（管理区域への立入許可業務を除く。）に関する業務

デジタル技術課長（名称変更）

【第１編】
・原子炉施設の計算機システムの施設管理（電気保修課長が所管する業務を除く。）
に関する業務
【第２編】
・原子炉施設の計算機システムの施設管理に関する業務

核物質防護課長

【第１編および第２編】
・周辺監視区域の管理に関する業務
・管理区域への立入許可に関する業務
【第１編】
・保全区域の管理に関する業務

運営基盤部
防災課長

放射線管理課長

システム管理グループ長（名称変更）

核物質防護課長

【第１編および第２編】
・原子力防災対策に関する業務
・防火管理に関する業務

【第１編および第２編】
・放射線管理（管理区域への立入許可業務を除く。）に関する業務

【第１編】
・原子炉施設の計算機システムの施設管理（設備保全課長及び計測課長が所管する
業務を除く。）に関する業務
【第２編】
・原子炉施設の計算機システムの施設管理に関する業務

【第１編および第２編】
・周辺監視区域の管理に関する業務
・管理区域への立入許可に関する業務
【第１編】
・保全区域の管理に関する業務
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保安に関する職務の変更（保安規定第１編第５条および第２編第５条）

（変更前） （変更後）

運転管理課長

【第１編】
・原子炉施設の運転の総括（定検保安課長及び廃棄物管理課長が所管する業務を除く。）に関する業務

発電指令課長

【第１編】
・原子炉施設の運転に関する当直業務（廃棄物管理課長が所管する業務を除く。）に関する業務

廃棄物管理課長

【第１編および第２編 共通】
・放射性固体廃棄物の管理に関する業務
・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務

定検保安課長（名称変更）

【第１編】
・原子炉施設の 定検作業 における発電の運営及び工程管理に関する業務

運転管理課長

【第１編】
・原子炉施設の運転の総括（施設保安課長が所管する業務を除く。）に関する業務
・化学管理に関する業務
【第２編】
・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転の総括に関
する業務
・化学管理に関する業務

発電指令課長

【第１編】
・原子炉施設の運転に関する当直業務に関する業務
【第２編】
・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する当
直業務に関する業務

廃棄物管理課長

【第１編および第２編 共通】
・放射性固体廃棄物の管理に関する業務
・放射性液体廃棄物の管理に関する業務
・放射性気体廃棄物の管理に関する業務

施設保安課長（名称変更）

【第１編】
・原子炉施設の 保全作業 における発電の運営及び工程管理に関する業務

プラント管理課長（廃止）

【第１編および第２編 共通】
・プラント技術の総括に関する業務 （安全・系統管理課長へ）
・化学管理に関する業務
・放射性液体廃棄物の管理に関する業務
・放射性気体廃棄物の管理に関する業務

発電部

定検作業から保全
作業全般に変更
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保安に関する職務の変更（保安規定第１編第５条および第２編第５条）

（変更前） （変更後）
安全・系統管理課長（新設）

【第１編および第２編】
・原子力安全管理の総括に関する業務
・プラント技術の総括に関する業務
【第１編】
・原子炉施設の施設管理の総括（保修管理課長が所管する業務を除く。）に関する業務

設計調達課長（新設）

【第１編】
・原子炉施設の設計管理及び調達管理に関する業務（土木課長及び建築課長が所管す
る業務を除く。）

原子燃料課長

【第１編】
・燃料管理に関する業務
・炉心管理に関する業務
【第２編】
放射性固体廃棄物の運搬に関する業務

共通設計課長（新設）

【第１編】
・火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務
・高経年化技術評価の総括に関する業務

プラント管理課長（廃止）

【第１編および第２編 共通】
・プラント技術の総括に関する業務
・化学管理に関する業務 （運転管理課長へ）
・放射性液体廃棄物の管理に関する業務
・放射性気体廃棄物の管理に関する業務

エンジニアリング部

原子力安全グループ長（廃止）

【第１編および第２編 共通】
・原子力安全の総括に関する業務

保守管理課長（廃止）

【第１編】
・原子炉施設の施設管理の総括（設備保全課長が所管する業務を除く。）に関する
業務

原子燃料課長

【第１編】
・燃料管理に関する業務
・炉心管理に関する業務
【第２編】
放射性固体廃棄物の運搬に関する業務

保修部 各課長（廃止）

【第１編】
・原子炉施設のうち、各設備の施設管理に関する業務

（廃棄物管理課長へ）
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保安に関する職務の変更（保安規定第１編第５条および第２編第５条）

（変更前） （変更後）

保修管理課長（新設）

【第１編】
・原子炉施設のうち、機械設備、電気関係設備及び計測関係設備の保全の総括に関する業務

機械保修課長（新設）

【第１編】
・原子炉施設のうち、機械設備の保全の実施（設計調達課長が所管する業務を除く。）
及び保全の結果の確認・評価に関する業務

設備保全課長（廃止）

保修部

電気保修課長（新設）

【第１編】
・原子炉施設のうち、電気関係設備及び計測関係の保全の実施（設計調達課長が所管
する業務を除く。）並びに保全の結果の確認・評価に関する業務
【第２編】
・放射線計測器類の管理（放射線管理課長、廃棄物管理課長及び廃止措置工事課長
が所管する業務を除く。）に関する業務

【第１編】
・原子炉施設の保全の総括に関する業務
・原子炉施設のうち、原子炉施設の施設管理（原子炉課長、タービン課長、電気課長、
計測課長、土木課長及び建築課長が所管する業務を除く。）に関する業務

保修部 各課長（廃止）

【第１編】
・原子炉施設のうち、各設備の施設管理に関する業務

放射線管理課長

【第１編】
・放射線管理（管理区域への立入許可業務を除く。）に関する業務

放射線管理のうち、
モニタリングポスト等の設備管理を移管
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保安に関する職務の変更（保安規定第１編第５条および第２編第５条）

（変更前） （変更後）
土木課長

【第１編および第２編】
・原子炉施設のうち、土木関係設備の施設管理に関する業務

建築課長

【第１編および第２編】
・原子炉施設のうち、建築関係設備の施設管理に関する業務

土木建築部

廃止措置計画課長

【第２編】
・原子炉施設の廃止措置に係る計画の策定に関する業務

廃止措置部

廃止措置工事課長

【第２編】
・原子炉施設の廃止措置に係る工事管理に関する業務
・原子炉施設の廃止措置に係る施設運用管理の総括に関する業務
・原子炉施設の廃止措置に係る施設管理（土木課長及び建築課長が所管する業務を除く。）
に関する業務

原子力研修センター所長

【第１編および第２編】
・所員の保安教育の実施計画及び報告に関する業務

原子力研修センター

土木課長

【第１編および第２編】
・原子炉施設のうち、土木関係設備の施設管理に関する業務

建築課長

【第１編および第２編】
・原子炉施設のうち、建築関係設備の施設管理に関する業務

廃止措置計画課長

【第２編】
・原子炉施設の廃止措置に係る計画の策定に関する業務

廃止措置工事課長

【第２編】
・原子炉施設の廃止措置に係る工事管理に関する業務
・原子炉施設の廃止措置に係る施設運用管理の総括に関する業務
・原子炉施設の廃止措置に係る施設管理（土木課長及び建築課長が所管する業務を除く。）
に関する業務

原子力研修センター所長

【第１編および第２編】
・所員の保安教育の実施計画及び報告に関する業務
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業務移管に伴う保安活動の行為者の変更

○廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務の移管に伴う変更
対象条文 変更内容

【第１編】
第１２条の２（運転管理業務）、第１３条（巡視点検）、
第１４条（手順書の作成）、第１７条（地震又は火災等発生時の対応）、
第７５条（異常発生時の基本的な対応）、第９８条（床，壁等の除染）

・廃棄物管理課長を削除し、発電指令課長のみとする

【第１編】
第１７条（地震又は火災等発生時の対応）、７５条（異常発生時の基本的な対応）、
第１２０条（報告）

・廃止措置部長を削除し、発電部長のみとする

【第１編】
第８６条（放射性固体廃棄物の管理）、
第８８条（放射性気体廃棄物の管理）

【第２編】
第４０条（放射性固体廃棄物の管理）、
第４３条（放射性気体廃棄物の管理）

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転業務について
廃棄物管理課長から発電指令課長へ変更
【第２編】
・第４３条において、運転管理課長から発電指令課長への周知事項の
追加

【第１編】
第１１７条（所員への保安教育）

【第２編】
第７３条（所員への保安教育）

【共通】
・廃棄物管理課副長、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施
設の業務に関わる者を削除
【第２編】
・発電指令課長、副長、運転員A、Bを追加

【第１編】
第１１８条（請負会社従業員への保安教
育）

【第２編】
第７４条（請負会社従業員への保安教
育）

【共通】
「廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者」
に関する記載を削除
【第１編】
・廃棄物管理課長を削除し、運転管理課長のみとする
【第２編】
・廃棄物管理課長を、運転管理課長に変更
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業務移管に伴う保安活動の行為者の変更

○化学管理に関する業務の移管に伴う変更

対象条文 変更内容

【第１編】
第１８条（水質管理）

・ 「プラント管理課長」から「運転管理課長」へ変更
・運転管理課長自身が確認するため、結果を運転管理課長に通知する規定
を削除

【第１編】
第２４条（ほう酸水注入系）

・ほう酸水濃度の確認は「プラント管理課長」から「運転管理課長」へ変更
・運転管理課長自身が確認するため、結果を運転管理課長に通知する規定
を削除

【第１編】
第３３条（原子炉冷却材中のよう素１３１濃度）

・よう素１３１濃度の確認は 「プラント管理課長」から「運転管理課長」へ変
更
・運転管理課長自身が確認するため、結果を運転管理課長に通知する規定
を削除
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対象条文 変更内容

【第１編】
第２２条（制御棒のスクラム機能）

・スクラム時間の確認は「プラント管理課長」から「安全・系統管理課長」へ変更

【第１編】
第２４条（ほう酸水注入系）
第４７条（可燃性ガス濃度制御系）

・系統の機能確認は「プラント管理課長」から「安全・系統管理課長」へ変更

【第１編】
第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４号炉））、
第２７条の２（計測及び制御設備（５号炉））

・論理回路機能の確認は「プラント管理課長」から「安全・系統管理課長」へ変
更

【第１編】
第３９条（非常用炉心冷却系その１（３号炉及び４号炉））、
第３９条の２（非常用炉心冷却系その１（５号炉））、
第４１条（原子炉隔離冷却系（３号炉及び４号炉））、
第４３条（原子炉格納容器及び原子炉格納容器隔離弁）、
第５０条（原子炉建屋原子炉室給排気隔離弁）、
第５１条（非常用ガス処理系）、
第５６条（中央制御室非常用循環系）

・ 模擬信号による動作確認は「プラント管理課長」から「安全・系統管理課長」
へ変更

○プラント技術の総括に関する業務の移管に伴う変更

業務移管に伴う保安活動の行為者の変更
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業務移管に伴う保安活動の行為者の変更

○放射性液体・気体廃棄物管理に関する業務の移管に伴う変更
対象条文 変更内容

【第１編】
第８７条（放射性液体廃棄物の管理）、
第８８条（放射性気体廃棄物の管理）

【第２編】
第４２条（放射性液体廃棄物の管理）、
第４３条（放射性気体廃棄物の管理）

・「プラント管理課長」から「廃棄物管理課長」へ変更

【第１編】
第８９条（放出管理用計測器の管理）

【第２編】
第４４条（放出管理用計測器の管理）

・放出管理用計測器のうちホットラボの設備管理は「プラント
管理課長」から「廃棄物管理課長」へ変更

【第１編】
第１００条（放射線計測器類の管理）

【第２編】
第５５条（放射線計測器類の管理）

・放射線計測器類のうちホットラボの設備管理は「プラント管
理課長」から「廃棄物管理課長」へ変更

○放射線管理のうち、モニタリングポスト等の設備管理の移管に伴う変更
対象条文 変更内容

【第１編】
第１００条（放射線計測器類の管理）

【第２編】
第５５条（放射線計測器類の管理）

・モニタリングポスト等一部設備の移管に伴い、「放射線管
理課長」から「 電気保修課長」 へ変更
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対象条文 変更内容

【第１編】
第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４号炉））、
第２７条の２（計測及び制御設備（５号炉））

・論理回路機能の確認は「計測課長」または「電気課長」から「安全・系統管理
課長」へ変更

【第１編】
第３０条（主蒸気逃がし安全弁）

・主蒸気逃がし安全弁機能の確認は「原子炉課長」から「安全・系統管理課
長」へ変更

【第１編】
第３９条（非常用炉心冷却系その１（３号炉及び４号炉））、
第３９条の２（非常用炉心冷却系その１（５号炉））、
第４２条（主蒸気隔離弁）、
第４３条（原子炉格納容器及び原子炉格納容器隔離弁）、
第５２条（原子炉機器冷却水系及び原子炉機器冷却海水系）、
第５３条（高圧炉心スプレイ機器冷却水系及び高圧炉心スプレイ機器冷
却海水系（３号炉及び４号炉））、
第５９条（非常用ディーゼル発電機その１）

・ 模擬信号による動作確認は「電気課長」から「安全・系統管理課長」へ変更

【第１編】
第４４条（サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁）

・真空破壊弁の開閉確認は「原子炉課長」から「安全・系統管理課長」へ変更

【第１編】
第６２条（直流電源その１）

・直流電源の機能確認は「電気課長」から「安全・系統管理課長」へ変更

○安全・系統管理課長がプラント技術の総括に関する業務を所管することに伴う変更

業務移管に伴う保安活動の行為者の変更
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対象条文 変更内容

【第１編】
第３７条（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率）

・「プラント管理課長」から「共通設計課長」へ変更

○共通設計課長が高経年化技術評価の総括に関する業務を所管することに伴う変更

対象条文 変更内容

【第１編】
第２１条の２（制御棒の動作確認（５号炉））

・制御棒と制御棒駆動機構の結合確認は「原子炉課長」から「保修管理課長」
へ変更

【第１編】
第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４号炉））、
第２７条の２（計測及び制御設備（５号炉））

・チャンネル校正（定期事業者検査）は「計測課長」または「電気課長」から「保
修管理課長」へ変更

【第１編】
第３２条（非常用炉心冷却系及び原子炉隔離冷却系の系統圧力監視）、
第４２条（主蒸気隔離弁）、
第４３条（原子炉格納容器及び原子炉格納容器隔離弁）

・漏えい等の確認は「原子炉課長」から「保修管理課長」へ変更

【第１編】
第４９条（原子炉建屋原子炉室）

・原子炉建屋原子炉室の負圧確認は 「原子炉課長」から「保修管理課長」へ変
更

【第１編】
第５１条（非常用ガス処理系）、
第５６条（中央制御室非常用循環系）

・設備の総合除去効率の確認は「プラント管理課長」から「保修管理課長」へ変
更

○保修管理課長が保全の総括に関する業務を所管することに伴う変更

業務移管に伴う保安活動の行為者の変更
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業務移管に伴う保安活動の行為者の変更

対象条文 変更内容

【第１編】
第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４号炉））、
第２７条の２（計測及び制御設備（５号炉））

・ 設備所管部署として実施するモニタの校正は「計測課長」または「電気課長」
から「電気保修課長」へ変更
・ チャンネル校正は「プラント管理課長」から「電気保修課長」へ変更

【第１編】
第３１条（原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率）

・装置の点検は「計測課長」から「電気保修課長」へ変更

【第１編】
第８９条（放出管理用計測器の
管理）

【第２編】
第４４条（放出管理用計測器の
管理）

・放出管理用計測器(ホットラボの設備を除く)の管理は「プラント管理課長」から
「電気保修課長」へ変更

○電気保修課長が電気・計測関係設備の保全の実施（設計調達課長が所管する業務を除く。）並びに保全の結果の
確認・評価に関する業務を所管することに伴う変更
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組織名称変更に伴う変更

○組織名称変更に伴う第４条および第５条以外の各条における行為者の名称変更
対象条文 変更内容

【第１編】
第８５条（使用済燃料の運搬）

・「プラント運営部長」から「エンジニアリング部長」へ変更

【第１編】
第１１８条（請負会社従業員への保安教育）

・「定検保安課長」から「施設保安課長」へ変更
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その他の変更

対象条文 変更内容

【第１編】
第１５条（引継及び通知）

第２項を以下のように修正する
２ 運転管理課長は，本規定に定める通知※１を受けた場合は当該通知の内容並びに第１８条第１
項及び本章第３節各条の第２項の確認を行った場合はその結果を発電指令課長に周知する。
※１：本章第３節各条の第２項に定める発電指令課長から受けた通知を除く。

○第１編第１８条、第２４条および第３３条において、「プラント管理課長」を「運転管理課長」に変更することに伴う
運転管理課長から発電指令課長への周知事項の追加

○記載の適正化
対象条文 変更内容

【第１編】
第５条（保安に関する
職務）

【第２編】
第５条（保安に関する
職務）

・「所掌業務」を「業務分掌」に修正

【第１編】
第１００条（放射線計測器類の管理）

・１号炉及び２号炉の放射線計測器類と共用で確保するエリア放射線モニタの設置個所および台数を
明確化



Copyr ight  © Chubu E lec t r i c  Power  Co. ,  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.


